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意思決定支援を
どのように考えていくか？

-意思決定支援の現状と
成年後見オルタナティブの可能性-
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日本の「意思決定支援」ガイドラインの
対象領域に関するイメージ図

障害福祉サービス等の提供に係る
意思決定支援ガイドライン(2017)

認知症の人の日常生活・社会生活における
意思決定支援ガイドライン(2018)
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人生の最終段階における医療・ケアの
決定プロセスに関するガイドライン(2018)
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意思決定支援を踏まえた
後⾒事務のガイドライン(2020)
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※⾝寄りがない人の⼊院及び医療に係る意思決定が
困難な人への支援に関するガイドラインも含む

意思形成・表明
・(実現)支援



意思決定⽀援を踏まえた後⾒事務のガイドライン

厚生労働省「後⾒人等への意思決定支援研修」
スライドより引用
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障害者権利条約第12条の履行に関する
今後の検討課題は何か？

代⾏決定制度から意思決定支援制度への転換を、
次の審査までに、法制度上、実務上どのように図って
いくべきか︖

 ①成年後⾒制度その他の「差別的な法規定」のあり⽅をどの
ように考えるか︖（⼀部改正︖廃⽌︖代替的な制度の創
設︖）

 ②必要とする支援のレベルや形態にかかわらず、障害のある
本人が支援付き意思決定を受けられるような仕組みをどのよ
うに構築するか︖（代⾏決定（最善の利益）とは区別され
た意思決定支援概念の普及、当事者の視点を取り⼊れたプロ
グラムづくり、関係者の人的・財政的支援、損害賠償責任を軽
減・免除するための保険や免責規定の導⼊、濫用防⽌のため
の権限のある独⽴した審査・監視機関、ユニバーサルな視点を
もった意思決定支援基本法の創設等）
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総合的な意思決
定支援に関する
制度整備を求め
る宣言
(2015年日弁連人
権擁護大会第2分
科会）



日常的金銭管理サービス
○介護保険サービス事業者
○信用金庫、生活協同組合
○金融機関や生命保険、損害保険の子会社 等
※研修等を実施

◎本人を見守り、預金の引き出しに立ち合った り、

重大な契約や入院・入所手続きの際、本人の意思
決定を支援したりする。

本人

セットで関わることによ
り、横領や不正、関係性
の濫用を防止する

監督・支援団体

成年後見・権利擁護・金銭管理に精通した専門職の団体
社会福祉協議会などの福祉関係団体

監督・後方支援 監督・後方支援

地域共生

社会生活上の意思決定支援
○市民後見人養成研修修了者
○当事者団体の方等
※研修等で養成

◎預かり金についての限度額等を設定した上で、

日常的な金銭管理をサポートする

本人の価値観・希望を支え、
意思決定支援に協力する
意思決定フォロワー
（代理・代行権限なし）

意思決定支援ガイドライ
ン等を踏まえた事業者

（日常的金銭管理等に
関する代理権あり）

監督・調整機能、
独立アドボケイト派遣機能

を備えた
地域版「権利擁護支援庁」

成年後見開始以前 （期間限定型）成年後見開始後 成年後見審判取消（期間満了）後

成年後見制度の利用を
前提とせず、

本人の希望に基づき開始

本人・後見人等との
合意に基づき開始

意思決定支援
ファシリテーター

（ケアマネ・相談
支援専門員・中
核機関職員等）

連携

後見人等
（代理・代行
権限あり）

or

不要となった場合には、
本人との合意等により終了
本人の希望に基づき再開可

成年後見オルタナティブ（代替制度）を模索する

令和4年度厚労省 新たな連携・協力体制を構築するモデル事業
「簡易な金銭管理等を通じ、地域生活における意思決定を支援する取組」を基に筆者の構想を追加



本人の選好や価値観を把握するためのツールの例

認知症の人の日常生活・社会生活における
意思決定支援ガイドライン 読み方と活かし方

英国スコットランドで開発された本人の思いや価値観を⾒える化し、本人⾃⾝が「考
える」ことを支援するためのツール。クラウドファンディングを活用し、「健康とウェルビーイ
ングのフルセット」、「⼦ども・⻘少年との対話フルセット」の日本語版が開発された。ガイドラインの補助説明・実践事例などを収載

トーキングマット
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